
京 都 大 学 監 査 室 規 程 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

（趣旨） 
第１条 この規程は、国立大学法人京都大学の組

織に関する規程（平成１６年達示第１号）第５

７条第２項の規定に基づき、京都大学（以下「本

学」という。）に設置する監査室に関し必要な

事項を定める。 
（業務） 

第２条 監査室は、内部監査の実施及び内部統制

の検証を行う。 
２ 内部監査の実施及び内部統制の検証に関し

必要な事項は、総長が定める。 
（組織） 

第３条 監査室に、室長を置く。 
２ 室長は、本学の教職員のうちから総長が任命

する。 
３ 室長は、監査室の業務を総括する。 
 
第４条 監査室に、副室長を置く。 
２ 副室長は、本学の教職員のうちから総長が任

命する。 
３ 副室長は、室長の職務を助け、監査室の業務

を整理する。 
 
 
 
（雑則） 

第５条 この規程に定めるもののほか、監査室に

関し必要な事項は、室長が定める。 
 

（趣旨） 
第１条 この規程は、国立大学法人京都大学の組

織に関する規程（平成１６年達示第１号）第５

７条第２項の規定に基づき、京都大学監査室

（以下「監査室」という。）の組織等に関し必

要な事項を定めるものとする。 
（業務） 

第２条  
 
２ 
 
（組織） 

第３条   （同 左） 
 
 
２ 室長は、総長及び総長が指名する理事又は副

理事の監督の下に監査室の業務を掌理する。 
第４条 監査室に、副室長を置くことができる。 
 
 
２ 副室長は、室長の定めるところにより、室長

の職務を助け監査室の職員を指揮し監査室の

業務を掌理する。 
第５条 前２条に規定する者は、国立大学法人京

都大学の職員のうちから総長が任命する。 
（内部組織） 

第６条 この規程に定めるもののほか、監査室の

内部組織については、室長が定める。 
附 則（令和８年達示第２９号） 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
 

 

（同 左） 


